要綱改正に伴い、内容を大幅に改訂しています

水張り確認に関するＱ＆Ａ

駒ヶ根市地域農業再生協議会　

Q１　要綱改正前はどのようなルールになっていたのか？

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]A１　これまでのルールでは、令和９年度以降も水田活用の直接支払交付金を受け取るためには、令和４年度から８年度までの間に水稲作付または水張りの確認を行う必要があり、その後も５年に１回の頻度で実施し続けることと定められていました。
Q２　要綱改正によりどのようにルールが変わったのか？

A２　主に次の４点が変更となりました。
　　　①令和９年度以降、水田を対象として支援する「水田活用の直接支払交付金」を、作物ごとの生産性向上等への支援に転換します。
　　　②見直しに伴い、令和９年以降は「水張り確認」を求めません。
　　　③令和７年度または令和８年度に、「連作障害を回避する取組」を行った場合、水張りをしなくても交付対象とします。
[bookmark: _GoBack]　　　④１ヶ月の湛水管理（水張り）を実施した場合、連作障害による収量低下が発生しないことの確認は廃止となりました。（令和４～６年に湛水管理を実施した水田にも適用）
Q３　令和８年度までに水張り確認や連作障害を回避する取組を行わなかった場合にはどうなるのか。

A３  水張りを実施した水田と実施していない水田が、令和９年度以降の支援制度にどのように影響するかは、現時点では未定です。
Q４　提出書類はどこで入手できるか。

A４  駒ヶ根市役所農林課窓口にて配布しております。また、当市ホームページにも掲載してい
ますので、ダウンロードしてご利用ください。
Q５ 「水田活用の直接支払交付金」の対象作物を知りたい。

A５　次ページの「経営所得安定対策交付対象作物一覧（予定単価）」の「水田活用支払交付金」欄をご覧ください。
　　　なお、品目や単価につきましては、マニュアル作成時点のものです。
Q６　完成した書類は、メールに添付してデータで提出してもよいか。

A６  メールに添付し、データで提出していただくことも可能です。以下のアドレスへお送りください。
〈メールアドレス〉　nosei@city.komagane.lg.jp

